
�愛媛県告示第１５４８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１５４９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西明神１８２９、１８３１から１８３３まで、１８４３、１８４４、

１８４６の１、１８４６の２、１９１９の２、１９２０から１９２２まで、１９２７の１、

１９２７の２、１９２８の１、１９２９、１９３１の１

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

西明神１８３２・１８３３・１８４３・１８４４・１８４６の１・１９１９の２・１９２１・

１９２２・１９２７の２・１９３１の１（以上１０筆について次の図に示す

部分に限る。）、１８３１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１５５０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市三瓶町和泉字ツゴウ甲２の１、甲２の５、乙５７８、乙５７９

の１、乙５７９の２、乙５８２の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字ツゴウ乙５８２の１（次の図に示す部分に限る。）、甲２

の１、甲２の５、乙５７９の１、乙５７９の２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係
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書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５５１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路台帳平面図データ作成）

２ 作業期間 平成２４年１２月１１日から

平成２５年３月２２日まで

３ 作業地域 松山市

�愛媛県告示第１５５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１２月２５日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１５５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第３８号

平成２４年１２月１３日
伊予郡松前町大字徳丸字植木ノ元１１２８番２

伊予市下吾川４０４番地１

中 野 潤

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小倉三間線
北宇和郡鬼北町大字小倉３８番１地先から

同町大字西野 １々３５９番２まで

旧 ４．２～２３．０ ０．０７０

新 ２４．０～５２．８ ０．０７０

県 道 小倉三間線
北宇和郡鬼北町大字西野 １々３３１番１地先から

同町大字西野 １々３６７番２まで

旧 ４．９～２４．４ ０．１８２

新 ４．９～２４．４
１０．６～７０．０

０．１８２
０．１００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小倉三間線
北宇和郡鬼北町大字小倉３８番１地先から

同町大字西野 １々３５９番２まで
平成２４年１２月２５日

県 道 小倉三間線
北宇和郡鬼北町大字西野 １々３３１番１地先から

同町大字西野 １々３６７番２まで
平成２４年１２月２５日
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�愛媛県告示第１５５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都８４９番３

同町僧都８４９番４まで

旧 ４．０～１５．０ ０．２８２

新 １２．１～２５．８ ０．２８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都８４９番３

同町僧都８４９番４まで
平成２４年１２月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線 大洲市肱川町山鳥坂２８１番５

旧 ６．３～１０．１ ０．０２９

新 ８．１～１８．２ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線 大洲市肱川町山鳥坂２８１番５ 平成２４年１２月２５日
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�愛媛県告示第１５５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町沖浦丙２１９１番１地先から

同町沖浦丙２１８９番４地先まで

旧 １４．１～３１．７ ０．０２６

新 １４．１～３１．７ ０．０２６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町沖浦丙２１９１番１から

同町沖浦丙２１８５番３まで
平成２４年１２月２６日
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